
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目以降

平成２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度以降

47 馬（純粋種の繁殖用のもの） 数量 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

税率 3,187,500円/頭 2,975,000円/頭 2,762,500円/頭 2,550,000円/頭 2,337,500円/頭 2,125,000円/頭 1,912,500円/頭 1,700,000円/頭 1,700,000円/頭 1,700,000円/頭 1,700,000円/頭 1,700,000円/頭

２次（枠外） 税率

フローズンヨーグルト 数量 17 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 200

税率 25.1%, 28.4% 23.9%, 27.1% 22.7%, 25.7% 21.5%, 24.4% 20.3%, 23% 19.2%, 21.7% 18%, 20.3% 16.8%, 19% 15.6%, 17.6% 14.4%, 16.3% 13.2%, 14.9% 13.2%, 14.9% 

２次（枠外） 税率

おろしチーズ及び粉チーズ 数量 33 280 360 440 520 600 680 760 840 920 1,000 1,000

税率 25.1% 23.9% 22.7% 21.5% 20.3% 19.2% 18% 16.8% 15.6% 14.4% 13.2% 13.2%
２次（枠外） 税率

数量 8 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100

税率 38.2% 36.4% 34.5% 32.7% 30.9% 29.1% 27.3% 25.5% 23.6% 21.8% 20% 20%
２次（枠外） 税率

アイスクリーム 数量 30 362 544 726 908 1,090 1,272 1,454 1,636 1,818 2,000 2,000

税率 20%, 20.3%, 28.4% 19.1%, 19.4%, 27.1% 18.1%, 18.4%, 25.7% 17.2%, 17.4%, 24.4% 16.2%, 16.5%, 23% 15.3%, 15.5%, 21.7% 14.3%, 14.6%, 20.3% 13.4%, 13.6%, 19% 12.4%, 12.6%, 17.6% 11.5%, 11.7%, 16.3% 10.5%, 10.7%, 14.9% 10.5%, 10.7%, 14.9%

２次（枠外） 税率

ナチュラルチーズ（プロセス
チーズ原料用）

数量 667 5,000 5,800 6,600 7,400 8,200 8,900 9,700 10,500 11,300 12,100 12,900

（※1） 税率

２次（枠外） 税率

ナチュラルチーズ（シュレッ
ドチーズ原料用）

数量 167 1,400 1,800 2,200 2,600 3,000 3,400 3,800 4,200 4,600 5,000 5,000

（※1） 税率

２次（枠外） 税率

54 数量 1,433 16,340 24,080 31,820 39,560 - - - - 78,260 86,000 86,000

税率

２次（枠外） 税率

56 数量 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

税率

２次（枠外） 税率

57
無糖ココア調製品 （チョコ
レート原料用）

数量 167 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,000

税率

２次（枠外） 税率

59
エステル化でん粉その他
のでん粉誘導体

数量 2,333 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

税率

２次（枠外） 税率

※１　国産品の使用が条件　（国産品：輸入品＝１：3.5）

備考

無税

29.8%

日オーストラリア経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく関税割当制度対象品目

（単位：頭、トン）

【輸入国管理方式】

１次（枠内）

3,400,000円/頭

１次（枠内）

26.3%, 40%

１次（枠内）

26.3%, 29.8%

１次（枠内） 割当数量は20
年間で20,000ﾄ

ﾝに拡大

プロセスチーズ（おろしチー
ズ及び粉チーズを除く）

１次（枠内）

40%

麦芽（いってないもので、泥
炭くん蒸したもの以外のも
の）

１次（枠内）
無税

令和元～4年度は

CPTPPで割当て

21.3円/kg

１次（枠内）

その他の砂糖菓子（ホワイ
トチョコレート等）

１次（枠内）
20%

25%

１次（枠内）
国産品の使用

が条件
（国産品（全
紛）：輸入品

=1：3）

無税

21.3%

１次（枠内）

21%, 21.3%, 29.8%

１次（枠内）
無税

6.8%

無税

29.8%
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1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目以降

平成２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度以降 備考

牛のくず肉等（牛タン、ハラ
ミ、肝臓、塩蔵肉等）

数量 2,833 17,400 17,800 18,200 18,600 19,000 19,400 19,800 20,200 20,600 21,000 21,000

税率

２次（枠外） 税率

牛肉調製品（ビーフジャー
キー等）

数量 883 5,600 5,900 6,200 6,500 6,800 7,100 7,400 7,700 8,000 8,300 8,300

税率

２次（枠外） 税率

49
豚肉、冷凍の豚臓器及び
豚肉調製品

数量 933 7,280 8,960 10,640 12,320 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

税率

２次（枠外） 税率

50 鶏肉及び鶏肉調製品 数量 7 56 72 88 104 120 136 152 168 184 200 200

税率

２次（枠外） 税率

53 天然はちみつ 数量 13 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 160

税率 23.2% 20.9% 18.5% 16.2% 13.9% 11.6% 9.3% 7% 4.6% 2.3% 無税 無税

２次（枠外） 税率

55 数量 183 1,420 1,740 2,060 2,380 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

税率

２次（枠外） 税率

オレンジジュース 数量 217 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

税率

２次（枠外） 税率

りんごジュース 数量 267 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

税率

9.5%, 11.5%,
14.9%, 17%又は
11.5円/kgのい

ずれか高い税率

8.6%, 10.4%,
13.4%, 15.3%又は
10.35円/kgのい
ずれか高い税率

7.6%, 9.2%, 11.9%,
13.6%又は9.2円
/kgのいずれか

高い税率

6.7%, 8.1%, 10.4%,
11.9%又は8.05円
/kgのいずれか

高い税率

5.7%, 6.9%, 8.9%,
10.2%又は6.9円
/kgのいずれか

高い税率

4.8%, 5.8%, 7.5%,
8.5又は5.75円
/kgのいずれか

高い税率

3.8%, 4.6%, 6%,
6.8%又は4.6円
/kgのいずれか

高い税率

2.9%, 3.5%, 4.5%,
5.1%又は3.45円
/kgのいずれか

高い税率

1.9%, 2.3%, 3%,
3.4%又は2.3円
/kgのいずれか

高い税率

1%, 1.2%, 1.5%,
1.7%又は1.15円
/kgのいずれか

高い税率

無税 無税

２次（枠外） 税率

（単位：トン）

【輸出国管理方式】

１次（枠内）
7.6%, 12.7%, 30%, 96.90円/kg

12.8%, 21.3%, 50%, 161.50円/kg

１次（枠内）
8%, 17%, 20%, 30%, 30.6%, 36%

10%, 21.3%, 25%, 38.3%, 45%, 50%

１次（枠内）
2.2%, 4.3%, 16%

4.3%, 8.5%, 20%

10.7%, 12.8%, 14.9%又は11.5円/kgのいずれか高い税率

21.3%, 25.5%, 29.8%又は23円/kgのいずれか高い税率

１次（枠内）
3.6%, 6.8%, 7.6%, 8.5%, 10.7%, 19.1%

6%, 8.5%, 11.9%, 21.3%

１次（枠内）

25.5%

１次（枠内）

19.1%, 23%, 29.8%, 34%又は23円/kgのいずれか高い税率

（注）日オーストラリア経済連携協定の発効が年度途中の平成27年1月15日となることから、平成26年度の関税割当てについても年度途中の同年月日の開始となるため、各品目の同年度の合計割当数量は、
同協定附属書に基づき、残余の完全な月数で按分され、（同協定附属書で決められた割当数量）÷12ヶ月×2ヶ月となる。

ソーセージ、均質調製品及
び牛又は豚のレバーペー
スト

１次（枠内）
8%, 17%

10%, 21.3%

１次（枠内）
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